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2015年度 第 3回（2015/06/23）スポーツ・健康科学研究科委員会 議事録要旨 

２０１２０１２０１２０１５５５５年度年度年度年度    第第第第３３３３回回回回    スポーツ・健康科学スポーツ・健康科学スポーツ・健康科学スポーツ・健康科学研究科委員会研究科委員会研究科委員会研究科委員会議事録議事録議事録議事録    要旨要旨要旨要旨    

 

日  時： ２０１５年 ６月２３日（火） 午後 1時 35分～2時 36分 

場  所： 東松山校舎 ９号館会議室 

構成員： １４名（定足数 ８名） 

出席数： １１名（定足数 充足） 

欠席者：  ３名 

議  長： スポーツ・健康科学研究科委員長 

 

 

《報告事項》《報告事項》《報告事項》《報告事項》    

 １．２０１４年度入学生の主査・副査について 

        議長より、標記の件について資料に基づき、先回は未定であった院生の副査が健康 

    科学科教授に決定したことが報告された。 

 

 ２．大学院合同進学相談会内容について 

    議長より、標記の件について資料に基づき、2015 年 7月 4 日（土）に板橋校舎で 

    開催される進学相談会に本研究科からは委員長が講演をすることは、先回の研究科 

    委員会で確認されたが、もう一件の講演については文学研究科委員長が担当する 

    ことが報告された。 

 

 ３．２０１５年度大学院各種委員会委員の選出について 

    議長より、標記の件について資料に基づき、説明がなされた。 

 

 ４．教授会等の議事録要旨の公開に伴なう運用について 

    議長より、標記の件について資料に基づき、学部教授会でも既に報告がなされたが、 

    研究科委員会でも同様の扱いであることの説明がなされた。 

 

 ５．電気設備法令点検実施に伴なう停電について 

        議長の指名により、事務方から資料に基づき標記の件について説明がなされた。 

    2015年 8月 23日（日）は学内全体、2015年 8月 29日（土）は県道北側を実施。 

    仮設電源が必要な場合は 7 月 10 日（金）までに事務に届け出るよう連絡が 

    なされた。なお、動物実験室については動物実験施設長である健康科学科教授に 

    一任することが確認された。 

 

 ６．その他 

    特になし。 

 

 

《報告《報告《報告《報告承認承認承認承認事項》事項》事項》事項》 

 １．その他 

    特になし。 
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2015年度 第 3回（2015/06/23）スポーツ・健康科学研究科委員会 議事録要旨 

 

《議《議《議《議    案》案》案》案》    

 １．２０１５年度修士論文審査スケジュールについて 

    議長の指名により、スポーツ科学科教授から標記の件について、資料に基づき 2015 

    年度の修士学位論文は 2016年 1月 13日（水）・14日（木）に提出、修士論文審査 

    発表会については、対象者が 17名という人数を考慮して、2016年 1月 29日（金） 

    午前 9時から開始することが説明され、これが承認された。 

    また、修士論文執筆要項における参考文献の記載方法については、一般的ではない 

    ので教務委員で再考し、提案することが確認された。 

 

 ２．大学院給付奨学金制度見直しのための運用ルール策定について 

    議長より、標記の件について資料に基づき、大学院給付奨学金制度改革・運用 

    ワーキンググループの示す、本研究科全体の予算が 60 万円であるので、1 年生に 

    40万円、2年生に 20万円とすることが執行部案として提案され、審議した結果、 

    その内訳は、1年生 40万円については、秋季、3月入試合格者のそれぞれ 1名とし、 

    筆記試験の英語と専門科目 2 科目の合計点数の成績優秀者に各 20 万円とする。 

    2 年生 20 万円については、1 年次の成績優秀者の第 1 位に 12 万円、第 2 位に 

    8 万円とし、成績については、「Ｓ」評価の取得数の多い者に決定することが承認 

    された。なお、1 年生、2 年生についても、一般、社会人、留学生の区別はせず、 

    成績優秀者に給付奨学金を給付することも含め、承認された。 

 

 ３．学長裁定の発出手続について 

    議長より、標記の件について資料に基づき、学校教育法の改正に伴なう規則の 

    制定案について説明がなされた。学校教育法の改正に伴なうことであるので 

    承認するが、以下の意見が出された。そのひとつは、各大学で学長の裁定を定義 

    することが許されるのかという意見であり、もうひとつは、この制定案は学長の 

    裁定を制約するものであるが、逆に過度に制約が働くことにより、学長の裁定が 

    進捗しない方向に影響を与えることにならないか危惧されるという意見であった。 

 

４．その他 

 特になし。 

以 上 

 

 

    


